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調査の目的

●1番最初の症例からの広がり（3次感染・4次感染）を止める

2次感染した可能性がある人（濃厚接触者）の検査・隔離

を行う

→濃厚接触者は誰か？を学校・企業とともに同定する

●今後に役立てるための分析・資料の作成

調査は関係者の協力があってできることなので、その目的や手順、
個人情報保護についてていねいなコミュニケーションが必要。



調査のポイント

●1番最初の症例からの広がり（3次感染・4次感染）を止める

2次感染した可能性がある人（濃厚接触者）の検査・隔離

新型コロナウイルスは、発症前から他の人に感染するので、1例
把握した時点ではすでに他の人に2次感染が起きている状況。

2次感染を早く把握することで、その後の広がりを抑える。



コミュニケーションのポイント

●保健所の活動は、区民・市民の健康、企業や学校の事業が滞りなく
安全に行えることを支援すること

●調査は支援の一環であり、落ち度や悪いことを探すためのものでは
ないことを理解していただく

●調査開始から終わりまで、アウトブレイク終息まで共に頑張ること
を伝える

調査を受ける側は「初めて」のことで、何をされるのか不安もある。
個人情報がどう扱われるのか不安を抱いている人もいるので、

不安を軽減するための声かけを積極的に行う。



アウトブレイク調査とは
何がわかるのか
何に役立つのか

新型コロナウイルス感染症対策分科会（第４回）

配布資料 2020年7月31日 より
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https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html

院内感染の疫学調査の事例報告 IASR 2020年7月号

https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html


https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html


厚生労働科学研究費補助金「マスギャザリング時や新興・再興感染症の発生に備えた感染症サーベイラ
ンスの強化とリスクアセスメントに関する研究（H30- 新興行政 - 指定 -004）」



保健師のための積極的疫学調査ガイド［新型コロナウイルス感染症］
患者クラスター（集団）の迅速な検出に向けて
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企業等に対する新型コロナウイルス
感染症のみなと保健所の調査

令 和 ２年 ２月 ２６日

みなと保健所保健予防課

コミュニケーションの例：港区が港区の企業等に向けて公開している資料





積極的疫学調査とは：感染症法第１５条

積極的疫学調査とは、感染症法に基づき、保健所など行政が感染
症の発生した周辺状 況などの情報を収集し、発生した集団感染
の全体像や感染経路及び感染源などを推定 し、感染拡大の防止
に役立てるものです。

みなと保健所保健予防課



企業等において患者が発生した際

みなと 保健所が感染症法に基づく積極的疫学調査を実施します。

患者の所在地が港区外の場合 には、患者が所在する自治体の保
健所から依頼を受け、調査を行います。

みなと保健所保健予防課



１勤務先等に対しての積極的疫学調査の実施

（１）飛沫感染対応：患者の勤務状況、最終出勤日、行動履歴の確認
や勤務先等の見取り図などにより、フロアーの状況、座席の配置等を
確認して濃厚接触者を決定。

（２）接触感染対応：消毒についての指導：アルコールまたは次亜塩
素酸ナトリウム等による不特定多数が触れる場所（ドアノブやスイッ
チ等）の消毒について指導。

●調査の前に準備をしていただくこと

・患者が在籍する部署のフロアーの見取り図（座席表を含む）

・保健所との連絡窓口担当者を決めておく

みなと保健所保健予防課



２保健所から濃厚接触者に自宅待機を要請

① 濃厚接触者へ：最終接触日から２週間の自宅待機を要請

② 対象企業へ：濃厚接触者のリストの作成を依頼

（氏名、生年月日、年齢、住所、電話番号）

③ 濃厚接触者に対しての健康観察：毎日の検温を依頼し、勤務
先で取りまとめの上、保健所に連絡をするように依頼する。また、
発熱等体調不良の時には自宅住所を管轄する保健所が設置した
「帰国者・接触者相談センター」に連絡するように伝える。

④ 濃厚接触者について自宅住所を管轄する保健所に対して、み
なと保健所から情報提供を行うことを伝える。

みなと保健所保健予防課



留意事項

濃厚接触者以外の人についての行動制限は不要のため、保健所は、
自宅待機などの要請はいたしません。ただし、企業が独自の判断
の下に、濃厚接触者以外の人に在宅勤務を指示したり、観察期間
を延ばしたりすることについては、妨げるものではありません。

※ 保健所は消毒場所や消毒剤等を指導します。消毒の実施は各
企業でしていただきます。

※ 保健所から各企業に対して、情報を公表するように指示する
ことはありません。独自判断で公表する場合は、個人情報の保護
や人権上の配慮に十分ご留意ください。

みなと保健所保健予防課



【報道発表について】
●必要性に基づいて行われる
●自治体の発表から個人特定されないことが人が重要
●報道に個人情報への配慮をよびかける





https://www.niid.go.jp/niid/ja/others/9441-covid14-15.html

https://www.niid.go.jp/niid/ja/others/9441-covid14-15.html

